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お
知
ら
せ

４
月
か
ら
国
民
健
康
保
険
税

の
納
付
回
数
が
12
回
か
ら 

９
回
に
変
わ
り
ま
す

　

今
ま
で
国
民
健
康
保
険
税
は
、
４
月
か

ら
翌
年
３
月
ま
で
の
年
12
回
の
納
付
で
し

た
が
、
４
月
か
ら
年
９
回
に
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
税
額
決
定
の
仕
組
み
を
分
か

り
や
す
く
す
る
と
と
も
に
、
納
期
に
よ
っ

て
税
額
に
大
幅
な
増
減
が
発
生
す
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
、
４
月
か
ら
7
月
ま
で
の
暫

定
賦
課
を
廃
止
し
、
保
険
税
の
決
定
を
年

１
回
に
変
更
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
31
年
度
か
ら
は
７
月
か
ら
翌
年
３

月
ま
で
の
年
９
回
の
納
付
に
変
更
と
な
り

ま
す
。
年
間
の
納
付
回
数
が
減
る
の
で
、

１
回
当
た
り
の
保
険
税
納
付
額
は
増
え
ま

す
が
、
年
間
の
保
険
税
額
は
変
わ
り
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
の
方
は
、
納
付
月
と
納
付
回
数
に
変

更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
福
祉
部
市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
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広
げ
よ
う
、 

　
　

温
か
い
見
守
り
活
動

　

市
の
高
齢
化
率
は
40
％
を
超
え
る
状
況

で
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
の
方
や
高
齢
の

方
の
み
の
世
帯
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
高

齢
の
方
に
限
ら
ず
、
子
ど
も
や
障
が
い
が

あ
る
方
な
ど
を
丸
ご
と
支
え
合
う
活
動
が

必
要
で
す
。

　

高
齢
の
方
や
障
が
い
が
あ
る
方
、
児
童

な
ど
へ
の
異
変
に
対
し
て
早
期
に
対
応
で

き
る
体
制
づ
く
り
に
向
け
、
行
政
、
地
域
、

民
間
事
業
者
等
で
支
え
合
い
の
仕
組
み
づ

く
り
連
絡
会
を
構
成
し
、
見
守
り
の
強
化

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

異
変
の
ポ
イ
ン
ト
や
緊
急
時
の
対
応
方

法
、
連
絡
先
を
ま
と
め
た
「
見
守
り
活
動

連
絡
先
一
覧
表
」
を
作
成
し
、
郵
便
局
、

宅
配
事
業
者
、
金
融
機
関
等
に
お
渡
し
し

て
、
見
守
り
活
動
の
際
に
活
用
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

「
見
守
り
活
動
連
絡
先
一
覧
表
」
は
、

ど
な
た
で
も
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
必
要

な
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

日
ご
ろ
か
ら
の
あ
い
さ
つ
、
気
配
り
、

助
け
合
い
を
通
じ
て
、
み
ん
な
で
温
か
い

地
域
の
見
守
り
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。　
　

市
民
福
祉
部
高
齢
福
祉
課

　

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
室

　

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
係
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検
察
審
査
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
、
犯

罪
の
被
害
に
遭
い
、
警
察
や
検
察
庁
へ
訴

え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
裁
判
に

し
な
い
の
は
、
ど
う
も
納
得
で
き
な
い
な

ど
不
満
を
お
持
ち
の
方
は
、
検
察
審
査
会

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

検
察
審
査
会
は
、
選
挙
権
が
あ
る
国
民

の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ
た
11
人
の

審
査
員
に
よ
り
、
検
察
官
が
裁
判
に
し
な

か
っ
た
こ
と
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
審
査

し
ま
す
。

　

審
査
申
立
て
や
ご
相
談
の
費
用
は
無
料

で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

佐
渡
検
察
審
査
会
事
務
局

　

（
新
潟
地
方
裁
判
所
佐
渡
支
部
内
）
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新
潟
地
方
裁
判
所 

裁
判
員
制
度
出
前
講
義

　

職
場
や
学
校
な
ど
に
訪
問
し
、
裁
判
員

制
度
の
解
説
や
裁
判
員
裁
判
の
経
験
談
な

ど
、
約
１
～
２
時
間
の
出
前
講
義
を
行
い

ま
す
。
お
お
む
ね
20
人
以
上
の
団
体
な
ど

が
対
象
で
、
費
用
は
無
料
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新
潟
地
方
裁
判
所
事
務
局

　

総
務
課　

広
報
係
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普通救命講習
４月28日㈰　午後１時から
両津消防署（両津湊 343 番地 37）
Ⅰ講習　午後４時まで
　�成人に対する心肺蘇生やＡＥＤの使用方法を
講義と実技で学ぶコースです。
　Ⅱ講習　午後５時まで
　�Ⅰ講習の内容に、知識の確認と実技の評価が
加わったコースです。
小学校５年生以上
10人
４月27日㈯
・ 両津消防署　救急・救助係
　　　☎２７―３５５５
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